
 

神奈川県教育員会教育局 インクルーシブ教育推進課 

 

令和８年度 インクルーシブ教育推進課 説明者派遣事業について 

 

１ 目的 
神奈川県のインクルーシブ教育の推進についての説明者として指導主事を派遣することにより、依頼

者が、インクルーシブ教育推進の主体となるよう、意識変容、行動変容を図る。 

 

２ 対象 
〇 市町村教育委員会指導主事等  

〇 各幼稚園、小中学校、高等学校、特別支援学校等の教職員 

〇 県民（各団体）    

 

３ 日時 
依頼者が希望した日 

※ 依頼日に関しては、原則として、水曜日（長期休業期間を除く）、土日祝日を除く日を対象とします。

何かありましたら、ご相談ください。また、候補日として数日挙げてください。 

 

４ 内容 
神奈川県のインクルーシブ教育推進に資する内容 

例） ・本県のインクルーシブ教育推進の考え方について 

・本県のインクルーシブ教育推進に係るこれまでの取組、現在の取組の紹介 

・インクルーシブ教育の推進についての協議  等 

 

５ 申込・実施期間 
・市町村立学校からの申込期間は令和 8年 4月 1日（水）～6月３０日（火）までとします。 

・県立学校・市町村教育委員会主催研修会等・ 県民（各団体）の申込みは随時受付。 

・実施期間 令和８年 4月１３日（月）～令和９年 3月１９日（金） 

※申込方法は「７ 依頼（申込）から実施までの流れ」を参照 

 

６ 留意事項 
○ 本事業は、依頼者側のニーズに応じて内容や流れ等の調整をしています。そのため、依頼者側と複

数回の打合せをオンライン等により実施することがあります。 

○ 相談の内容によっては、他の関係機関を紹介する場合があります。 

〇 学校からの依頼については、市町村教育委員会と連携して実施することを推奨します。 

 

【参考】連携した実施例について 

・司会進行（依頼校） 

・県の取組の説明（インクルーシブ教育推進課） 

・市町村教育委員会の考え方（市町村教育委員会） 

・グループ協議テーマの立案（依頼校・市町村教育委員会・インクルーシブ教育推進課） 

・グループ協議の進行（インクルーシブ教育推進課） 

・グループ協議の指導助言（市町村教育委員会・インクルーシブ教育推進課） 

 

 

 



 

７ 依頼（申込）から実施までの流れ 
 

 
【県民・団体】 

申し込み期間 通年可能 

申し込む先 インクルーシブ教育推進課（HPにて申込） 

HPからインクルーシブ教育推進課へ申請後の流れ 

① 県民・団体へインクルーシブ教育推進課から連絡、実施日を調整。 

② 県民・団体は依頼文を作成し、インクルーシブ教育推進課へ提出。 

③ 県民・団体とインクルーシブ教育推進課で打合せを実施する。 

④ インクルーシブ教育推進課から県民・団体へ資料送付。 

⑤ 実施 

⑥ 実施後アンケートに回答後、インクルーシブ教育推進課へ送付。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


